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治水対策案評価の考え方
第12回今後の治水対策のあり方に関する有識者会議「参考資料４」の抜粋
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概略評価で抽出した治水対策案

【概略評価で抽出した治水対策案】

大分川ダムを含む治水対策案と概略評価により抽出された治水対策案を併せて７案の治水対策案を
抽出し、「検証要領細目」※に示されている７つの評価軸により評価を行った。
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以下では、

【現計画（ダム案）：河川整備計画（大分川ダム＋河道改修）】 → 「大分川ダム案」

【治水対策案①：河道の掘削＋河道内の樹木伐採】 → 「河道掘削案」

【治水対策案⑤：遊水地（地役権方式）＋宅地のかさ上げ・ピロティ建築等＋河道の掘削

＋河道内の樹木伐採】
→ 「遊水地案」

【治水対策案⑦：ダムの有効活用（かさ上げ）＋河道の掘削＋河道内の樹木伐採】 → 「芹川ダムかさ上げ案」

【治水対策案⑨：ダムの有効活用（操作ルールの見直し）＋河道の掘削＋河道内の樹木伐採】 → 「芹川ダム操作ルール見直し案」

【治水対策案⑩：雨水貯留施設＋河道の掘削＋河道内の樹木伐採】 → 「雨水貯留施設案」

【治水対策案⑫：輪中堤＋遊水機能を有する土地の保全＋宅地のかさ上げ・ピロティ建築等

＋土地利用規制＋河道の掘削＋河道内の樹木伐採】
→ 「輪中堤案」

と表現することとした。

評価結果については、以下評価表のとおりである。

※ 「水田の保全」、「森林の保全」、「洪水の予測、情報の提供」は全ての案に含む。

※「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」（以下「検証要領細目」という。）



治水対策案を評価軸ごとに評価 1/5

3

治水対策案① 治水対策案⑤ 治水対策案⑦ 治水対策案⑨ 治水対策案⑩ 治水対策案⑫

河道掘削案 遊水地案 芹川ダムかさ上げ案 芹川ダム操作ルール見直し案 雨水貯留施設案 輪中堤案

・大分川ダム
・大分川　：　樹木伐採＋河道の掘削
・七瀬川　：　樹木伐採＋河道の掘削

・大分川　：　遊水地（地役権設定）
　　　　　　　　＋宅地のかさ上げ・ピロティ建築等
　　　　　　　　＋樹木伐採＋河道の掘削
・七瀬川　：　樹木伐採＋河道の掘削

・大分川　：　芹川ダムのかさ上げ
・七瀬川　：　樹木伐採＋河道の掘削

・大分川　：　芹川ダムの操作ルール見直し
　　　　　　 　 ＋樹木伐採＋河道の掘削
・七瀬川　：　樹木伐採＋河道の掘削

・大分川　：　雨水貯留施設＋樹木伐採
             　  ＋河道の掘削
・七瀬川　：　雨水貯留施設＋樹木伐採
              　 ＋河道の掘削

・大分川　：　樹木伐採＋河道の掘削
・七瀬川　：　輪中堤
　　　　　　　　＋遊水機能を有する土地の保全
　　　　　　　　＋宅地のかさ上げ・ピロティ建築等
　　　　　　　　＋土地利用規制
　　　　　　　　＋樹木伐採＋河道の掘削

・大分川　：　河道改修
・七瀬川　：　河道改修

・大分川　：　河道改修
・七瀬川　：　河道改修

・大分川　：　河道改修
・七瀬川　：　河道改修

・大分川　：　河道改修
・七瀬川　：　河道改修

・大分川　：　河道改修
・七瀬川　：　河道改修

・大分川　：　河道改修
・七瀬川　：　河道改修

・大分川　：　河道改修
・七瀬川　：　河道改修

・河川整備計画において想定している目標流量
を河川からの氾濫なく安全に流すことが出来
る。

・大分川ダム案と同程度の安全を確保できる。 ・大分川ダム案と同程度の安全を確保できる。 ・大分川ダム案と同程度の安全を確保できる。 ・大分川ダム案と同程度の安全を確保できる。 ・大分川ダム案と同程度の安全を確保できる。 ・輪中堤の川側の水田等は浸水するが、宅地
等は輪中堤の整備を行うため浸水しない。

・その他の箇所については、大分川ダム案と同
程の安全を確保できる。

【河川整備基本方針レベルの洪水】
・ダムの洪水調節計画は河川整備基本方針レ
ベルの洪水から決められており、河川整備基本
方針レベルの洪水が発生した場合、ダムによる
洪水調節効果を発揮する。
・河道の水位は計画高水位を超え、堤防決壊
の可能性が高まる。
・なお、ダムは降雨の地域分布、時間分布や降
雨の規模によっては本川への効果量が異な
る。

【河川整備基本方針レベルの洪水】
・河道の水位は計画高水位を超え、堤防決壊
の可能性が高まる。（なお、水位は大分川ダム
案より高くなる。）

【河川整備基本方針レベルの洪水】
・遊水地の洪水調節計画は河川整備計画レベ
ルの洪水から決めることを想定しており、河川
整備基本方針レベルの洪水が発生した場合、
遊水地による洪水調節効果が完全に発揮され
ないことがある。また、遊水地内の水位は河道
に連動するため、河道の水位が計画高水位を
超えたら、遊水地内の水位も計画高水位を超え
る。このため、遊水地の周囲堤の決壊の可能性
が高まる。
・河道の水位は計画高水位を超え、堤防決壊
の可能性が高まる。（なお、水位は大分川ダム
案より高くなる。）

【河川整備基本方針レベルの洪水】
・芹川ダムのかさ上げに際して目標とする洪水
調節は河川整備計画レベルの洪水から決める
ことを想定しており、河川整備基本方針レベル
の洪水が発生した場合、芹川ダムのかさ上げ
による洪水調節効果が完全に発揮されないこと
がある。
・河道の水位は計画高水位を超え、堤防決壊
の可能性が高まる。（なお、水位は大分川ダム
案より高くなる。）

【河川整備基本方針レベルの洪水】
・芹川ダムの操作ルール見直しに際して目標と
する洪水調節計画は河川整備計画レベルの洪
水から決めることを想定しており、河川整備基
本方針レベルの洪水が発生した場合、芹川ダ
ムの操作ルール見直しによる洪水調節効果が
完全に発揮されないことがある。
・河道の水位は計画高水位を超え、堤防決壊
の可能性が高まる。（なお、水位は大分川ダム
案より高くなる。）

【河川整備基本方針レベルの洪水】
・雨水貯留施設は河川整備基本方針レベルの
洪水が発生した場合、貯留効果を発揮しない。
・河道の水位は計画高水位を超え、堤防決壊
の可能性が高まる。（なお、水位は大分川ダム
案より高くなる。）

【河川整備基本方針レベルの洪水】
・河道の水位は計画高水位を超え、堤防決壊
の可能性が高まる。（なお、水位は大分川ダム
案より高くなる。）

【河川整備基本方針レベルより大きい規模の洪
水】
・ダムは、ダム流入量よりも流量を増加させるこ
とはないが、河川整備基本方針レベルを上回る
大きな洪水が発生した場合、ダムによる洪水調
節効果が完全には発揮されないことがある。
・河道の水位は計画高水位を超え、堤防決壊
の可能性が高まる。
・なお、ダムは降雨の地域分布、時間分布や降
雨の規模によっては本川への効果量が異な
る。

【河川整備基本方針レベルより大きい規模の洪
水】
・河道の水位は計画高水位を超え、堤防決壊
の可能性が高まる。（なお、水位は大分川ダム
案より高くなることもある。）

【河川整備基本方針レベルより大きい規模の洪
水】
・河川整備基本方針レベルを上回る大きな洪水
が発生した場合、遊水地は、洪水調節効果が
完全に発揮されないことがある。また、遊水地
内の水位は河道に連動するため、河道の水位
が計画高水位を超えたら、遊水地内の水位も
計画高水位を超える。このため、遊水地の周囲
堤の決壊の可能性が高まる。
・河道の水位は計画高水位を超え、堤防決壊
の可能性が高まる。（なお、水位は大分川ダム
案より高くなることもある。）

【河川整備基本方針レベルより大きい規模の洪
水】
・芹川ダムのかさ上げは、ダム流入量よりも流
量を増加させることはないが、河川整備基本方
針レベルを上回る大きな洪水が発生した場合、
芹川ダムのかさ上げによる洪水調節効果が完
全に発揮されないことがある。
・河道の水位は計画高水位を超え、堤防決壊
の可能性が高まる。（なお、水位は大分川ダム
案より高くなることもある。）

【河川整備基本方針レベルより大きい規模の洪
水】
・芹川ダムの操作ルール見直しは、ダム流入量
よりも流量を増加させることはないが、河川整
備基本方針レベルを上回る大きな洪水が発生
した場合、芹川ダムの操作ルール見直しによる
洪水調節効果が完全に発揮されないことがあ
る。
・河道の水位は計画高水位を超え、堤防決壊
の可能性が高まる。（なお、水位は大分川ダム
案より高くなることもある。）

【河川整備基本方針レベルより大きい規模の洪
水】
・雨水貯留施設は河川整備基本方針レベルを
上回る大きな洪水が発生した場合、貯留効果を
発揮しない。
・河道の水位は計画高水位を超え、堤防決壊
の可能性が高まる。（なお、水位は大分川ダム
案より高くなることもある。）

【河川整備基本方針レベルより大きい規模の洪
水】
・河道の水位は計画高水位を超え、堤防決壊
の可能性が高まる。（なお、水位は大分川ダム
案より高くなることもある。）

【局地的な大雨】
・河道の水位が計画高水位を上回るまでは安
全度を確保できる。

・局地的な大雨がダム上流域で発生した場合、
ダムの容量を上回るまでは洪水調節可能であ
る。

【局地的な大雨】
・河道の水位が計画高水位を上回るまでは安
全度を確保できる。

【局地的な大雨】
・河道の水位が計画高水位を上回るまでは安
全度を確保できる。

・局地的な大雨が遊水地上流域で発生した場
合、遊水地の容量を上回るまでは洪水調節可
能である。

【局地的な大雨】
・河道の水位が計画高水位を上回るまでは安
全度を確保できる。

・局地的な大雨がダム上流域で発生した場合、
ダムの容量を上回るまでは洪水調節可能であ
る。

【局地的な大雨】
・河道の水位が計画高水位を上回るまでは安
全度を確保できる。

・局地的な大雨がダム上流域で発生した場合、
ダムの容量を上回るまでは洪水調節可能であ
る。

【局地的な大雨】
・河道の水位が計画高水位を上回るまでは安
全度を確保できる。

【局地的な大雨】
・河道の水位が計画高水位を上回るまでは安
全度を確保できる。

【５年後】
・大分川ダムについては、事業実施中であり、
効果の発現は見込めないと想定される。

・掘削、堤防整備等の河道改修については、改
修を行った区間から順次効果を発現していると
想定される。

【５年後】
・掘削、堤防整備等の河道改修については、改
修を行った区間から順次効果を発現していると
想定される。

【５年後】
・遊水地については、事業実施中であり、効果
の発現は見込めないと想定される。

・掘削、堤防整備等の河道改修については、改
修を行った区間から順次効果を発現していると
想定される。

【５年後】
・芹川ダムのかさ上げについては、事業実施中
であり、効果の発現は見込めないと想定され
る。

・掘削、堤防整備等の河道改修については、改
修を行った区間から順次効果を発現していると
想定される。

【５年後】
・芹川ダムの操作ルール見直しを行うためには
芹川ダム下流の河道整備が必要となり、操作
ルール見直しによる効果の発現は見込めない
と想定される。

・掘削、堤防整備等の河道改修については、改
修を行った区間から順次効果を発現していると
想定される。

【５年後】
・雨水貯留施設については、事業実施中であ
り、施工した箇所から順次雨水貯留施設下流
区間に効果を発現していると想定される。

・掘削、堤防整備等の河道改修については、改
修を行った区間から順次効果を発現していると
想定される。

【５年後】
・掘削、堤防整備等の河道改修については、改
修を行った区間から順次効果を発現していると
想定される。

【１０年後】
・大分川ダムについては、施工完了可能であ
り、ダム下流区間に効果を発現していると想定
される。

【１０年後】
・掘削、堤防整備等の河道改修については、改
修を行った区間から順次効果を発現していると
想定される。

【１０年後】
・遊水地については、施工完了可能であり、遊
水地下流区間に効果を発現していると想定され
る。

【１０年後】
・芹川ダムのかさ上げについては、事業実施中
であり、効果の発現は見込めないと想定され
る。

【１０年後】
・芹川ダムの操作ルール見直しを行うためには
芹川ダム下流の河道整備が必要となり、操作
ルール見直しによる効果の発現は見込めない
と想定される。

【１０年後】
・雨水貯留施設については、施工完了可能であ
り、雨水貯留施設下流区間に効果を発現してい
ると想定される。

【１０年後】
・掘削、堤防整備等の河道改修については、改
修を行った区間から順次効果を発現していると
想定される。

・掘削、堤防整備等の河道改修については、改
修を行った区間から順次効果を発現していると
想定される。

・掘削、堤防整備等の河道改修については、改
修を行った区間から順次効果を発現していると
想定される。

・掘削、堤防整備等の河道改修については、改
修を行った区間から順次効果を発現していると
想定される。

・掘削、堤防整備等の河道改修については、改
修を行った区間から順次効果を発現していると
想定される。

・掘削、堤防整備等の河道改修については、改
修を行った区間から順次効果を発現していると
想定される。

※予算の状況等により変動する場合がある。 ※予算の状況等により変動する場合がある。 ※予算の状況等により変動する場合がある。 ※予算の状況等により変動する場合がある。 ※予算の状況等により変動する場合がある。 ※予算の状況等により変動する場合がある。 ※予算の状況等により変動する場合がある。

・河川整備計画の計画対象区間において、河
川整備計画において想定している目標流量を
安全に流下させる。

・河川整備計画の計画対象区間においては、
大分川ダム案と同程度の安全を確保できる。

・河川整備計画の計画対象区間においては、
大分川ダム案と同程度の安全を確保できる。

・河川整備計画の計画対象区間においては、
大分川ダム案と同程度の安全を確保できる。

・河川整備計画の計画対象区間においては、
大分川ダム案と同程度の安全を確保できる。

・河川整備計画の計画対象区間においては、
大分川ダム案と同程度の安全を確保できる。

・輪中堤の川側の水田等は浸水するが、宅地
等は輪中堤の整備を行うため浸水しない。

・その他の箇所については、大分川ダム案と同
程度の安全を確保できる。

表4-2-4-(2)　治水対策案の評価軸ごとの評価①

　　　　　　　　　　　治水対策案と
　　　　　　　　　　　実施内容の概要

評価軸と評価の考え方

現計画（ダム案）

大分川ダム案

安全度
（被害軽減

効果）

●河川整備計画ﾚﾍﾞ
ﾙの目標に対し安全
を確保できるか

●目標を上回る洪水
等が発生した場合に
どのような状態となる
か

●段階的にどのよう
に安全度が確保され

ていくのか
（例えば5,10年後）

●どの範囲でどのよ
うな効果が確保され
ていくのか
（上下流や支川等に
おける効果）
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治水対策案① 治水対策案⑤ 治水対策案⑦ 治水対策案⑨ 治水対策案⑩ 治水対策案⑫

河道掘削案 遊水地案 芹川ダムかさ上げ案 芹川ダム操作ルール見直し案 雨水貯留施設案 輪中堤案

・大分川ダム
・大分川　：　樹木伐採＋河道の掘削
・七瀬川　：　樹木伐採＋河道の掘削

・大分川　：　遊水地（地役権設定）
　　　　　　　　＋宅地のかさ上げ・ピロティ建築等
　　　　　　　　＋樹木伐採＋河道の掘削
・七瀬川　：　樹木伐採＋河道の掘削

・大分川　：　芹川ダムのかさ上げ
・七瀬川　：　樹木伐採＋河道の掘削

・大分川　：　芹川ダムの操作ルール見直し
　　　　　　 　 ＋樹木伐採＋河道の掘削
・七瀬川　：　樹木伐採＋河道の掘削

・大分川　：　雨水貯留施設＋樹木伐採
             　  ＋河道の掘削
・七瀬川　：　雨水貯留施設＋樹木伐採
              　 ＋河道の掘削

・大分川　：　樹木伐採＋河道の掘削
・七瀬川　：　輪中堤
　　　　　　　　＋遊水機能を有する土地の保全
　　　　　　　　＋宅地のかさ上げ・ピロティ建築等
　　　　　　　　＋土地利用規制
　　　　　　　　＋樹木伐採＋河道の掘削

・大分川　：　河道改修
・七瀬川　：　河道改修

・大分川　：　河道改修
・七瀬川　：　河道改修

・大分川　：　河道改修
・七瀬川　：　河道改修

・大分川　：　河道改修
・七瀬川　：　河道改修

・大分川　：　河道改修
・七瀬川　：　河道改修

・大分川　：　河道改修
・七瀬川　：　河道改修

・大分川　：　河道改修
・七瀬川　：　河道改修

・約４４０億円 ・約５２０億円 ・約５３０億円 ・約７２０億円 ・約５２０億円 ・約５５０億円 ・約５３０億円

うち大分川ダム残事業費　約２５０億円
（洪水調節分）

うち大分川ダムの効果量に相当する河道掘削
費等
約３３０億円

うち大分川ダムの効果量に相当する遊水地、
河道掘削費等　約３４０億円

うち大分川ダムの効果量に相当する芹川ダム
かさ上げ、河道掘削費等　約５３０億円

うち大分川ダムの効果量に相当する芹川ダム
操作ルール見直し、河道掘削費等　約３３０億
円

うち大分川ダムの効果量に相当する雨水貯留
施設、河道掘削費等　約３６０億円

うち大分川ダムの効果量に相当する輪中堤、
河道掘削費等　約３４０億円

・約２００百万円／年 ・約７０百万円／年 ・約１００百万円／年 ・約２１０百万円／年 ・約１４０百万円／年 ・約１５０百万円／年 ・約７０百万円／年

※維持管理費に要する費用は、大分川ダムの
整備に伴う増加分を計上した。

※維持管理費に要する費用は、河道掘削案の
実施に伴う増加分を計上した。

※維持管理費に要する費用は、遊水地案の実
施に伴う増加分を計上した。

※維持管理費に要する費用は、芹川ダムかさ
上げ案の実施に伴う増加分を計上した。

※維持管理費に要する費用は、芹川ダム操作
ルール見直し案の実施に伴う増加分を計上し
た。

※維持管理費に要する費用は、雨水貯留施設
案の実施に伴う増加分を計上した。

※維持管理費に要する費用は、輪中堤案の実
施に伴う増加分を計上した。

・河道掘削を実施した区間において、再び堆積
する場合は、上記の他に、掘削に係る費用が必
要となる可能性がある。

（河道掘削量　１８０万m
3
）

・河道掘削を実施した区間において、再び堆積
する場合は、上記の他に、掘削に係る費用が必
要となる可能性がある。（なお、河道掘削量（３２
０万m3）は大分川ダム案よりも多い）

・遊水地（地役権方式）や河道掘削を実施した
区間において、再び堆積する場合は、上記の他
に、掘削に係る費用が必要となる可能性があ
る。（なお、河道掘削量（２９０万m3）は大分川ダ
ム案よりも多い）

・河道掘削を実施した区間において、再び堆積
する場合は、上記の他に、掘削に係る費用が必
要となる可能性がある。（なお、河道掘削量（２４
０万m3）は大分川ダム案よりも多い）

・河道掘削を実施した区間において、再び堆積
する場合は、上記の他に、掘削に係る費用が必
要となる可能性がある。（なお、河道掘削量（３４
０万m3）は大分川ダム案よりも多い）

・雨水貯留施設や河道掘削を実施した区間に
おいて、再び堆積する場合は、上記の他に、掘
削に係る費用が必要となる可能性がある。（な
お、河道掘削量（３２０万m3）は大分川ダム案よ
りも多い）

・輪中堤の堤外地の水田や河道掘削を実施し
た区間において、再び堆積する場合は、上記の
他に、掘削に係る費用が必要となる可能性があ
る。（なお、河道掘削量（３１０万m3）は大分川ダ
ム案よりも多い）

●その他の費用（ダ
ム中止に伴って発生
する費用等）はどれく
らいか

【関連して必要となる費用】
・移転を強いられる水源地と、受益地である下
流域との地域間で利害が異なることを踏まえ、
水源地域対策特別措置法に基づき実施する事
業（いわゆる水特事業）が実施される。

【中止に伴う費用】
・発生しない。

【中止に伴う費用】
・横坑閉塞等に４億円程度が必要と見込んでい
る。（費用は共同費ベース）
・国が事業を中止した場合には、特定多目的ダ
ム法に基づき利水者負担金の還付が発生す
る。なお、これまでの利水者負担金の合計は約
１３３億円である。

【その他留意事項】
・これらの他に生活再建事業の残額が２７億円
程度であるが、その実施の取り扱いについて今
後、検討する必要がある。（費用は共同費ベー
ス）
・ダム建設を前提とした水特事業の残事業の実
施の扱いについて、今後、検討する必要があ
る。

【中止に伴う費用】
・横坑閉塞等に４億円程度が必要と見込んでい
る。（費用は共同費ベース）
・国が事業を中止した場合には、特定多目的ダ
ム法に基づき利水者負担金の還付が発生す
る。なお、これまでの利水者負担金の合計は約
１３３億円である。

【その他留意事項】
・これらの他に生活再建事業の残額が２７億円
程度であるが、その実施の取り扱いについて今
後、検討する必要がある。（費用は共同費ベー
ス）
・ダム建設を前提とした水特事業の残事業の実
施の扱いについて、今後、検討する必要があ
る。

【中止に伴う費用】
・横坑閉塞等に４億円程度が必要と見込んでい
る。（費用は共同費ベース）
・国が事業を中止した場合には、特定多目的ダ
ム法に基づき利水者負担金の還付が発生す
る。なお、これまでの利水者負担金の合計は約
１３３億円である。

【その他留意事項】
・これらの他に生活再建事業の残額が２７億円
程度であるが、その実施の取り扱いについて今
後、検討する必要がある。（費用は共同費ベー
ス）
・ダム建設を前提とした水特事業の残事業の実
施の扱いについて、今後、検討する必要があ
る。

【中止に伴う費用】
・横坑閉塞等に４億円程度が必要と見込んでい
る。（費用は共同費ベース）
・国が事業を中止した場合には、特定多目的ダ
ム法に基づき利水者負担金の還付が発生す
る。なお、これまでの利水者負担金の合計は約
１３３億円である。

【その他留意事項】
・これらの他に生活再建事業の残額が２７億円
程度であるが、その実施の取り扱いについて今
後、検討する必要がある。（費用は共同費ベー
ス）
・ダム建設を前提とした水特事業の残事業の実
施の扱いについて、今後、検討する必要があ
る。

【中止に伴う費用】
・横坑閉塞等に４億円程度が必要と見込んでい
る。（費用は共同費ベース）
・国が事業を中止した場合には、特定多目的ダ
ム法に基づき利水者負担金の還付が発生す
る。なお、これまでの利水者負担金の合計は約
１３３億円である。

【その他留意事項】
・これらの他に生活再建事業の残額が２７億円
程度であるが、その実施の取り扱いについて今
後、検討する必要がある。（費用は共同費ベー
ス）
・ダム建設を前提とした水特事業の残事業の実
施の扱いについて、今後、検討する必要があ
る。

【中止に伴う費用】
・横坑閉塞等に４億円程度が必要と見込んでい
る。（費用は共同費ベース）
・国が事業を中止した場合には、特定多目的ダ
ム法に基づき利水者負担金の還付が発生す
る。なお、これまでの利水者負担金の合計は約
１３３億円である。

【その他留意事項】
・これらの他に生活再建事業の残額が２７億円
程度であるが、その実施の取り扱いについて今
後、検討する必要がある。（費用は共同費ベー
ス）
・ダム建設を前提とした水特事業の残事業の実
施の扱いについて、今後、検討する必要があ
る。

表4-2-4-(3)　治水対策案の評価軸ごとの評価②

　　　　　　　　　　　治水対策案と
　　　　　　　　　　　実施内容の概要

評価軸と評価の考え方

現計画（ダム案）

大分川ダム案

●維持管理に要する
費用はどのくらいか
　

コスト

●完成までに要する
費用はどのくらいか
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治水対策案① 治水対策案⑤ 治水対策案⑦ 治水対策案⑨ 治水対策案⑩ 治水対策案⑫

河道掘削案 遊水地案 芹川ダムかさ上げ案 芹川ダム操作ルール見直し案 雨水貯留施設案 輪中堤案

・大分川ダム
・大分川　：　樹木伐採＋河道の掘削
・七瀬川　：　樹木伐採＋河道の掘削

・大分川　：　遊水地（地役権設定）
　　　　　　　　＋宅地のかさ上げ・ピロティ建築等
　　　　　　　　＋樹木伐採＋河道の掘削
・七瀬川　：　樹木伐採＋河道の掘削

・大分川　：　芹川ダムのかさ上げ
・七瀬川　：　樹木伐採＋河道の掘削

・大分川　：　芹川ダムの操作ルール見直し
　　　　　　 　 ＋樹木伐採＋河道の掘削
・七瀬川　：　樹木伐採＋河道の掘削

・大分川　：　雨水貯留施設＋樹木伐採
             　  ＋河道の掘削
・七瀬川　：　雨水貯留施設＋樹木伐採
              　 ＋河道の掘削

・大分川　：　樹木伐採＋河道の掘削
・七瀬川　：　輪中堤
　　　　　　　　＋遊水機能を有する土地の保全
　　　　　　　　＋宅地のかさ上げ・ピロティ建築等
　　　　　　　　＋土地利用規制
　　　　　　　　＋樹木伐採＋河道の掘削

・大分川　：　河道改修
・七瀬川　：　河道改修

・大分川　：　河道改修
・七瀬川　：　河道改修

・大分川　：　河道改修
・七瀬川　：　河道改修

・大分川　：　河道改修
・七瀬川　：　河道改修

・大分川　：　河道改修
・七瀬川　：　河道改修

・大分川　：　河道改修
・七瀬川　：　河道改修

・大分川　：　河道改修
・七瀬川　：　河道改修

【大分川ダム】
・大分川ダム建設に必要な用地取得は完了し
ている。

【樹木伐採】
・伐採箇所は全て国有地であり、土地所有者等
との調整は必要ない。

【遊水地】
・遊水地は、地役権設定により、約２２万m2の
土地利用の制限や周囲堤の約３万m2の用地
買収が必要となるため、土地所有者等との合意
形成が必要である。なお、現時点では、本対策
案について土地所有者等に説明等を行ってい
ない。

【芹川ダムかさ上げ】
・芹川ダムのかさ上げに伴い、約５６万m2の用
地買収や２２戸の家屋移転及び約１４０万m3の
残土処分地が必要となるため、土地所有者等と
の合意形成が必要である。なお、現時点では、
本対策案について土地所有者等に説明等を
行っていない。

【芹川ダム操作ルール見直し】
・芹川ダムの操作ルール見直しに伴う水没地は
なく、土地所有者等との調整は必要ない。

【雨水貯留施設】
・雨水貯留施設の対象となる202箇所の学校及
び公園への設置が必要であり、土地所有者等
との調整が必要である。なお、現時点では、本
対策案について土地所有者等に説明等を行っ
ていない。

【輪中堤】
・輪中堤は、約0.4万m2の用地買収が必要とな
るため、土地所有者等との合意形成が必要で
ある。なお、現時点では、本対策案について土
地所有者等に説明等を行っていない。

【河道改修】
・河道改修は、河道掘削で対応することを基本
としており、河道掘削に伴い発生する約１８０万
m3の残土処分地の土地所有者等の協力は、
今後の事業進捗にあわせて調整・実施していく
必要がある。

【河道改修】
・河道改修は、河道掘削で対応することを基本
としており、河道掘削に伴い発生する約３２０万
m3の残土処分地の土地所有者等の協力は、
今後の事業進捗にあわせて調整・実施していく
必要がある。

【河道改修】
・河道改修は、河道掘削で対応することを基本
としており、河道掘削に伴い発生する約２９０万
m3の残土処分地の土地所有者等の協力は、
今後の事業進捗にあわせて調整・実施していく
必要がある。

【河道改修】
・河道改修は、河道掘削で対応することを基本
としており、河道掘削に伴い発生する約２４０万
m3の残土処分地の土地所有者等の協力は、
今後の事業進捗にあわせて調整・実施していく
必要がある。

【河道改修】
・河道改修は、河道掘削で対応することを基本
としており、河道掘削に伴い発生する約３４０万
m3の残土処分地の土地所有者等の協力は、
今後の事業進捗にあわせて調整・実施していく
必要がある。

【河道改修】
・河道改修は、河道掘削で対応することを基本
としており、河道掘削に伴い発生する約３２０万
m3の残土処分地の土地所有者等の協力は、
今後の事業進捗にあわせて調整・実施していく
必要がある。

【河道改修】
・河道改修は、河道掘削で対応することを基本
としており、河道掘削に伴い発生する約３１０万
m3の残土処分地の土地所有者等の協力は、
今後の事業進捗にあわせて調整・実施していく
必要がある。

【大分川ダム】
・大分川ダム建設に関する漁業等関係者との
調整は完了している。

【遊水地】
・遊水地の新設に伴い、農林部局等の関係機
関との調整が必要になる。

【芹川ダムかさ上げ】
・芹川ダムのかさ上げに伴い、ダム下流の発電
所等の関係機関との調整が必要になる。

【芹川ダム操作ルール見直し】
・芹川ダムの操作ルール見直しに伴い、ダム操
作が頻繁に行われることから、下流の施設管理
者や関係河川使用者等との調整を新たに実施
していく必要がある。

【雨水貯留施設】
・雨水貯留施設の新設に伴い、学校等の関係
機関等との調整が必要になる。

【輪中堤】
・輪中堤の新設に伴い、農林部局等の関係機
関等との調整が必要になる。

【河道改修】
・河道掘削に伴う関係河川使用者との調整は、
従来通り実施していく必要がある。

【河道改修】
・河道掘削に伴う関係河川使用者との調整は、
従来通り実施していく必要がある。

【河道改修】
・河道掘削に伴う関係河川使用者との調整は、
従来通り実施していく必要がある。

【河道改修】
・河道掘削に伴う関係河川使用者との調整は、
従来通り実施していく必要がある。

【河道改修】
・河道掘削に伴う関係河川使用者との調整は、
従来通り実施していく必要がある。

【河道改修】
・河道掘削に伴う関係河川使用者との調整は、
従来通り実施していく必要がある。

【河道改修】
・河道掘削に伴う関係河川使用者との調整は、
従来通り実施していく必要がある。

・現行法制度のもとで大分川ダム案を実施する
ことは可能である。

・現行法制度のもとで河道掘削案を実施するこ
とは可能である。

・現行法制度のもとで遊水地案を実施すること
は可能である。

・現行法制度のもとで芹川ダムかさ上げ案を実
施することは可能である。

・現行法制度のもとで芹川ダム操作ルール見直
し案を実施することは可能である。

・現行法制度のもとで雨水貯留施設案を実施す
ることは可能である。

・現行法制度のもとで輪中堤案を実施すること
は可能である。

・輪中堤の整備を行う地域について、土地利用
規制をかける場合には、建築基準法に基づき
災害危険区域を条例で指定するなどの措置を
講じることが必要になる。

・輪中堤を整備する場合であっても洪水後の私
有地における堆積土撤去・塵芥処理等を河川
管理者が実施できる根拠となる法制度はない。

●技術上の観点から
実現性の見通しはど
うか

・技術上の観点から実現性の隘路となる要素は
ない。

・技術上の観点から実現性の隘路となる要素は
ない。

・技術上の観点から実現性の隘路となる要素は
ない。

【芹川ダムかさ上げ】
・芹川ダムは河川管理施設等構造令施行前に
建設されたダムであり、また完成後約５０年を経
過していることから、現施設を活用したダムの
かさ上げが技術的に問題はないか、詳細な調
査が必要となる。

・技術上の観点から実現性の隘路となる要素は
ない。

・技術上の観点から実現性の隘路となる要素は
ない。

・技術上の観点から実現性の隘路となる要素は
ない。

【大分川ダム】
・継続的な監視や観測が必要となるが、管理実
績もあり、適切な維持管理により持続可能であ
る。

【遊水地】
・継続的な監視や観測が必要となるが、管理実
績もあり、適切な維持管理により持続可能であ
る。

【芹川ダムかさ上げ】
・継続的な監視や観測が必要となるが、管理実
績もあり、適切な維持管理により持続可能であ
る。

【芹川ダム操作ルール見直し】
・継続的な監視や観測が必要となるが、管理実
績もあり、適切な維持管理により持続可能であ
る。

【雨水貯留施設】
・継続的な監視や観測が必要となるが、管理実
績もあり、適切な維持管理により持続可能であ
る。

【輪中堤】
・継続的な監視や観測が必要となるが、管理実
績もあり、適切な維持管理により持続可能であ
る。

【河道改修】
・河道の掘削に伴い堆積状況等の監視が必要
となるが、管理実績もあり、適切な維持管理に
より持続可能である。

【河道改修】
・河道の掘削に伴い堆積状況等の監視が必要
となるが、管理実績もあり、適切な維持管理に
より持続可能である。

【河道改修】
・河道の掘削に伴い堆積状況等の監視が必要
となるが、管理実績もあり、適切な維持管理に
より持続可能である。

【河道改修】
・河道の掘削に伴い堆積状況等の監視が必要
となるが、管理実績もあり、適切な維持管理に
より持続可能である。

【河道改修】
・河道の掘削に伴い堆積状況等の監視が必要
となるが、管理実績もあり、適切な維持管理に
より持続可能である。

【河道改修】
・河道の掘削に伴い堆積状況等の監視が必要
となるが、管理実績もあり、適切な維持管理に
より持続可能である。

【河道改修】
・河道の掘削に伴い堆積状況等の監視が必要
となるが、管理実績もあり、適切な維持管理に
より持続可能である。

・私有地に対する平常時の土地利用上の制
約、浸水時の土砂・塵芥処理や補償に関する
課題等から、土地利用規制を継続させるための
関係者との調整が必要となる。

持続性
●将来にわたって持
続可能といえるか

　　　　　　　　　　　治水対策案と
　　　　　　　　　　　実施内容の概要

評価軸と評価の考え方

現計画（ダム案）

大分川ダム案

実現性

●土地所有者等の
協力の見通しはどう
か

●その他の関係者等
との調整の見通しは
どうか

●法制度上の観点
から実現性の見通し
はどうか

表4-2-4-(4)　治水対策案の評価軸ごとの評価③
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治水対策案① 治水対策案⑤ 治水対策案⑦ 治水対策案⑨ 治水対策案⑩ 治水対策案⑫

河道掘削案 遊水地案 芹川ダムかさ上げ案 芹川ダム操作ルール見直し案 雨水貯留施設案 輪中堤案

・大分川ダム
・大分川　：　樹木伐採＋河道の掘削
・七瀬川　：　樹木伐採＋河道の掘削

・大分川　：　遊水地（地役権設定）
　　　　　　　　＋宅地のかさ上げ・ピロティ建築等
　　　　　　　　＋樹木伐採＋河道の掘削
・七瀬川　：　樹木伐採＋河道の掘削

・大分川　：　芹川ダムのかさ上げ
・七瀬川　：　樹木伐採＋河道の掘削

・大分川　：　芹川ダムの操作ルール見直し
　　　　　　 　 ＋樹木伐採＋河道の掘削
・七瀬川　：　樹木伐採＋河道の掘削

・大分川　：　雨水貯留施設＋樹木伐採
             　  ＋河道の掘削
・七瀬川　：　雨水貯留施設＋樹木伐採
              　 ＋河道の掘削

・大分川　：　樹木伐採＋河道の掘削
・七瀬川　：　輪中堤
　　　　　　　　＋遊水機能を有する土地の保全
　　　　　　　　＋宅地のかさ上げ・ピロティ建築等
　　　　　　　　＋土地利用規制
　　　　　　　　＋樹木伐採＋河道の掘削

・大分川　：　河道改修
・七瀬川　：　河道改修

・大分川　：　河道改修
・七瀬川　：　河道改修

・大分川　：　河道改修
・七瀬川　：　河道改修

・大分川　：　河道改修
・七瀬川　：　河道改修

・大分川　：　河道改修
・七瀬川　：　河道改修

・大分川　：　河道改修
・七瀬川　：　河道改修

・大分川　：　河道改修
・七瀬川　：　河道改修

柔軟性

●地球温暖化に伴う
気候変化や社会環
境の変化など、将来
の不確実性に対する
柔軟性はどうか

【大分川ダム】
・大分川ダムは、かさ上げにより容量を増加さ
せることは、技術的には可能であるが、道路等
の施設管理者や土地所有者の協力等が必要と
なると想定されるため、柔軟に対応することは
容易ではない。
・操作ルール見直しについては、技術的に可能
である。

【河道改修】
・大分川では、河道の掘削は、掘削量の調整に
より比較的柔軟に対応することができるが、掘
削量には限界がある。

【遊水地】
・遊水地は、貯水容量を増やすため、遊水地
（地役権方式）ではなく、堀込方式にした場合
は、掘削等により比較的柔軟に対応することが
できるが、掘削量には限界がある。

【芹川ダムかさ上げ】
・かさ上げした芹川ダムについて、さらにかさ上
げにより容量を増加することは、技術的には可
能であるが、道路等の施設管理者や土地所有
者の協力等が必要となると想定されるため、柔
軟に対応することは容易ではない。
・芹川ダムの操作ルール見直しについては、技
術的に可能である。

【芹川ダム操作ルール見直し】
・操作ルールを見直しした芹川ダムについて、
かさ上げにより容量を増加させることは、技術
的には可能であるが、道路等の施設管理者や
土地所有者の協力等が必要となると想定され
るため、柔軟に対応することは容易ではない。
・芹川ダムの操作ルール見直しについては、技
術的に可能である。

【雨水貯留施設】
・雨水貯留施設は、掘込み方式から地下貯留
施設への改築についてコストを考慮しなけれ
ば、比較的柔軟に対応することができる。

【輪中堤】
・輪中堤のかさ上げが可能な高さにより対応す
ることができるが、かさ上げが可能な高さには
限界がある。

●事業地及びその周
辺への影響はどの程
度か

【大分川ダム】
・湛水の影響等による地すべりの可能性が予測
される箇所については地すべり対策を講ずる必
要がある。

【河道改修】
・大きな影響は特に予想されない。

【遊水地】
・遊水地内の水田等は、常に浸水の恐れがあ
るため、営農意欲の減退など、事業地の地域の
生活に影響を及ぼすと予想される。

【芹川ダムかさ上げ】
・湛水の影響等による地すべりの可能性の調査
が必要である。

【芹川ダム操作ルール見直し】
・大きな影響は特に予想されない。

【雨水貯留施設】
・降雨時に貯留を行うことになるため、学校や公
園の利用に影響を及ぼすと予想される。

【輪中堤】
・輪中堤の川側の水田等は、常に浸水の恐れ
があるため、営農意欲の減退など、事業地の地
域の生活に影響を及ぼすと予想される。

【大分川ダム】
・地元住民で組織する、ダム対策委員会等で、
「ダム湖を中心とした地元の生活再建と地域振
興」の実現に向け取り組みを実施しており、ダ
ム湖を新たな観光資源とした地域振興の可能
性がある一方で、フォローアップが必要である。

【輪中堤】
・輪中堤により守られる地域の治水安全度の向
上による土地利用の変化が、地域振興ポテン
シャルを顕在化させる契機にはなり得る。
・輪中堤の川側の地域については、土地利用
上、大きな制約となる。

・付替道路等の機能補償とあわせて行われるイ
ンフラの機能向上を活用した地域振興の可能
性がある一方で、フォローアップが必要である。

【河道改修】
・下流域では、河川改修とあわせた治水安全度
の向上による土地利用の変化が、地域振興ポ
テンシャルの顕在化の契機にはなり得る。

【河道改修】
・河川改修による治水安全度向上による土地利
用の変化が、地域振興ポテンシャルを顕在化さ
せる契機にはなり得る。

【河道改修】
・河川改修による治水安全度向上による土地利
用の変化が、地域振興ポテンシャルを顕在化さ
せる契機にはなり得る。

【河道改修】
・河川改修による治水安全度向上による土地利
用の変化が、地域振興ポテンシャルを顕在化さ
せる契機にはなり得る。

【河道改修】
・河川改修による治水安全度向上による土地利
用の変化が、地域振興ポテンシャルを顕在化さ
せる契機にはなり得る。

【河道改修】
・河川改修による治水安全度向上による土地利
用の変化が、地域振興ポテンシャルを顕在化さ
せる契機にはなり得る。

【河道改修】
・河川改修による治水安全度向上による土地利
用の変化が、地域振興ポテンシャルを顕在化さ
せる契機にはなり得る。

●地域間の利害の
衡平への配慮がなさ
れているか

【大分川ダム】
・一般的にダムを新たに建設する場合、移転を
強いられる水源地と、受益地である下流域との
間で、地域間の利害の衡平の調整が必要にな
る。
・大分川ダムの場合には、現段階で補償措置
等により、基本的には水源地域の理解は得て
いる状況である。

【河道改修】
・整備箇所と効果が発現する範囲が概ね一致
するため、下流から順次河川整備を進める限
り、地域間の利害の不衡平は生じない。

【遊水地】
・遊水地では建設地付近で地役権設定や家屋
移転補償を伴い、受益地は下流域であるのが
一般的である。
・大分川中流部で遊水地を新設するため、地域
間の利害の衡平に係る調整が必要になると予
想される。

【芹川ダムかさ上げ】
・既存ダムの再かさ上げを行うため、移転を強
いられる水源池と、受益地である下流域との間
で、地域間の利害の衡平の調整がさらに必要と
なると予想される。

【河道改修】
・整備箇所と効果が発現する範囲が概ね一致
するため、下流から順次河川整備を進める限
り、地域間の利害の不衡平は生じない。

【雨水貯留施設】
・雨水貯留施設では建設地付近で公園、学校
の利用制限を伴い、受益地は下流域であるの
が一般的である。
・大分川中上流部で雨水貯留施設を新設する
ため、地域間の利害の衡平に係る調整が必要
になると予想される。

【輪中堤】
・輪中堤は浸水しない住居地域と浸水する農地
等との間で、地域間の利害の衡平の調整が必
要となると予想される。

表4-2-4-(5)　治水対策案の評価軸ごとの評価④

　　　　　　　　　　　治水対策案と
　　　　　　　　　　　実施内容の概要

評価軸と評価の考え方

現計画（ダム案）

大分川ダム案

地域社会へ
の影響

●地域振興に対して
どのような効果があ
るか
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治水対策案① 治水対策案⑤ 治水対策案⑦ 治水対策案⑨ 治水対策案⑩ 治水対策案⑫

河道掘削案 遊水地案 芹川ダムかさ上げ案 芹川ダム操作ルール見直し案 雨水貯留施設案 輪中堤案

・大分川ダム
・大分川　：　樹木伐採＋河道の掘削
・七瀬川　：　樹木伐採＋河道の掘削

・大分川　：　遊水地（地役権設定）
　　　　　　　　＋宅地のかさ上げ・ピロティ建築等
　　　　　　　　＋樹木伐採＋河道の掘削
・七瀬川　：　樹木伐採＋河道の掘削

・大分川　：　芹川ダムのかさ上げ
・七瀬川　：　樹木伐採＋河道の掘削

・大分川　：　芹川ダムの操作ルール見直し
　　　　　　 　 ＋樹木伐採＋河道の掘削
・七瀬川　：　樹木伐採＋河道の掘削

・大分川　：　雨水貯留施設＋樹木伐採
             　  ＋河道の掘削
・七瀬川　：　雨水貯留施設＋樹木伐採
              　 ＋河道の掘削

・大分川　：　樹木伐採＋河道の掘削
・七瀬川　：　輪中堤
　　　　　　　　＋遊水機能を有する土地の保全
　　　　　　　　＋宅地のかさ上げ・ピロティ建築等
　　　　　　　　＋土地利用規制
　　　　　　　　＋樹木伐採＋河道の掘削

・大分川　：　河道改修
・七瀬川　：　河道改修

・大分川　：　河道改修
・七瀬川　：　河道改修

・大分川　：　河道改修
・七瀬川　：　河道改修

・大分川　：　河道改修
・七瀬川　：　河道改修

・大分川　：　河道改修
・七瀬川　：　河道改修

・大分川　：　河道改修
・七瀬川　：　河道改修

・大分川　：　河道改修
・七瀬川　：　河道改修

【大分川ダム】
・ダム完成後のダム下流への影響について、シ
ミュレーションによると、水温については温水の
放流が生じる時期があると予測されるため、環
境保全措置として、選択取水設備を設置する必
要がある。
・なお、水の濁り、富栄養化、溶存酸素等につ
いては、ダム建設前後の変化は小さいと予測さ
れる。

【遊水地】
・遊水地は平常時は貯留しないため、水量・水
質など水環境への影響は小さいと考えられる。

【芹川ダムかさ上げ】
・芹川ダムのかさ上げに伴い、貯水容量が増加
することにより、回転率は小さくなるがその変化
は小さいことから、芹川ダム下流での現況水質
等の水環境の変化は小さいと考えられる。

【芹川ダム操作ルール見直し】
・水環境への影響は想定されない。

【雨水貯留施設】
・水環境への影響は想定されない。

【輪中堤】
・水環境への影響は想定されない。

【河道改修】
・河口部の河道掘削に伴い、汽水域の塩分濃
度等に変化が生じる可能性がある。

【河道改修】
・河口部の河道掘削に伴い、汽水域の塩分濃
度等に変化が生じる可能性がある。

【河道改修】
・河口部の河道掘削に伴い、汽水域の塩分濃
度等に変化が生じる可能性がある。

【河道改修】
・河口部の河道掘削に伴い、汽水域の塩分濃
度等に変化が生じる可能性がある。

【大分川ダム】（湛水面積：1.0km2）
・動植物の重要な種について、生息地の消失や
生息環境への影響を受けると予測される種が
あるため、生息環境の整備や移植等の環境保
全措置を講ずる必要がある。

【遊水地】（湛水面積：0.3km2）
・遊水地周囲堤の設置及び洪水時の湛水によ
り、一部の水田の消失等に伴い設置箇所の動
植物の生息・生育環境に影響を与える可能性
があるが、周辺にも同様の環境が存在すること
から影響は限定的と考えられる。

【芹川ダムかさ上げ】0.7km2（湛水面積：かさ上
げによる増分）
・動植物の重要な種について、かさ上げに伴い
生息地の消失や生息環境への影響を受ける種
があるため、生息環境の整備や移植等の環境
保全措置を講ずる必要がある。

【芹川ダム操作ルール見直し】
・影響は想定されない。

【雨水貯留施設】
・影響は想定されない。

【輪中堤】
・輪中堤の設置により、一部の水田の消失等に
伴い設置箇所の動植物の生息・生育環境に影
響を与える可能性があるが、周辺にも同様の環
境が存在することから影響は限定的と考えられ
る。

【河道改修】（河道掘削、樹木伐採面積：1.3km2）
　　　　　　　 （河道掘削量：180万m3）
・大分川及び七瀬川において、河道掘削及び樹
木伐採により、動植物の生息・生育環境に影響
を与える可能性があるため、必要に応じて、掘
削方法の工夫、移植及び生育環境の保全など
の環境保全対策を講ずる必要がある。

【河道改修】（河道掘削、樹木伐採面積：2.5km2）
　　　　　　　 （河道掘削量：320万m3）
・大分川及び七瀬川において、河道掘削及び樹
木伐採により、動植物の生息・生育環境に影響
を与える可能性があるため、必要に応じて、掘
削方法の工夫、移植及び生育環境の保全など
の環境保全対策を講ずる必要がある。

【河道改修】（河道掘削、樹木伐採面積：2.1km2）
　　　　　　　 （河道掘削量：290万m3）
・大分川及び七瀬川において、河道掘削及び樹
木伐採により、動植物の生息・生育環境に影響
を与える可能性があるため、必要に応じて、掘
削方法の工夫、移植及び生育環境の保全など
の環境保全対策を講ずる必要がある。

【河道改修】（河道掘削、樹木伐採面積：1.3km2）
　　　　　　　 （河道掘削量：240万m3）
・大分川及び七瀬川において、河道掘削及び樹
木伐採により、動植物の生息・生育環境に影響
を与える可能性があるため、必要に応じて、掘
削方法の工夫、移植及び生育環境の保全など
の環境保全対策を講ずる必要がある。

【河道改修】（河道掘削、樹木伐採面積：1.8km2）
　　　　　     （河道掘削量：340万m3）
・大分川及び七瀬川において、河道掘削及び樹
木伐採により、動植物の生息・生育環境に影響
を与える可能性があるため、必要に応じて、掘
削方法の工夫、移植及び生育環境の保全など
の環境保全対策を講ずる必要がある。

【河道改修】（河道掘削、樹木伐採面積：2.4km2）
　　　　　　　 （河道掘削量：320万m3）
・大分川及び七瀬川において、河道掘削及び樹
木伐採により、動植物の生息・生育環境に影響
を与える可能性があるため、必要に応じて、掘
削方法の工夫、移植及び生育環境の保全など
の環境保全対策を講ずる必要がある。

【河道改修】（河道掘削、樹木伐採面積：2.3km2)
               （河道掘削量：310万m3）
・大分川及び七瀬川において、河道掘削及び樹
木伐採により、動植物の生息・生育環境に影響
を与える可能性があるため、必要に応じて、掘
削方法の工夫、移植及び生育環境の保全など
の環境保全対策を講ずる必要がある。

【大分川ダム】
・シミュレーションによると、ダム下流の七瀬川
では河床材料の粗粒化等が生じる可能性があ
る。（なお、大分川全体の流域面積のうち、大分
川ダムの流域面積は約6％程度であることか
ら、河口・海岸への土砂供給の影響は小さいと
考えられる。）

【芹川ダムかさ上げ】
・現状と比較して、ダム貯水池で洪水が滞留す
る時間の差は大きくないと考えられ、下流への
土砂流出が変化する可能性があるが、その影
響は小さいと想定される。

【芹川ダム操作ルール見直し】
・現状と比較して、ダム貯水池で洪水が滞留す
る時間の差は大きくないと考えられ、下流への
土砂流出が変化する可能性があるが、その影
響は小さいと想定される。

【河道改修】
・河道掘削を実施した区間において、再び堆積
する場合は掘削が必要となる可能性がある。

（河道掘削量　180万m
3
）

【河道改修】
・河道掘削を実施した区間において、再び堆積
する場合は掘削が必要となる可能性がある。
（なお、河道掘削量（３２０万m3）は大分川ダム
案よりも多い）

【河道改修】
・河道掘削を実施した区間において、再び堆積
する場合は掘削が必要となる可能性がある。
（なお、河道掘削量（２９０万m3）は大分川ダム
案よりも多い）

【河道改修】
・河道掘削を実施した区間において、再び堆積
する場合は掘削が必要となる可能性がある。
（なお、河道掘削量（２４０万m3）は大分川ダム
案よりも多い）

【河道改修】
・河道掘削を実施した区間において、再び堆積
する場合は掘削が必要となる可能性がある。
（なお、河道掘削量（３４０万m3）は大分川ダム
案よりも多い）

【河道改修】
・河道掘削を実施した区間において、再び堆積
する場合は掘削が必要となる可能性がある。
（なお、河道掘削量（３２０万m3）は大分川ダム
案よりも多い）

【河道改修】
・河道掘削を実施した区間において、再び堆積
する場合は掘削が必要となる可能性がある。
（なお、河道掘削量（３１０万m3）は大分川ダム
案よりも多い）

【大分川ダム】
・ダム堤体及び付替道路等により景観が一部
変化すると予測されるため、法面の植生の回復
等の環境保全措置を講ずる必要がある。

【遊水地】
・新たに周囲堤を設置するため、景観が一部変
化すると考えられる。

【芹川ダムかさ上げ】
・ダム堤体及び付替道路等により景観が一部
変化すると予測されるため、法面の植生の回復
等の環境保全措置を講ずる必要がある。

【輪中堤】
・新たに輪中堤を設置するため、景観が一部変
化すると考えられる。

・人と自然との触れ合いの活動の場に変化はな
いと考えられる。

・人と自然との触れ合いの活動の場に変化はな
いと考えられる。

・「水の駅（おづる）」の水没等に伴い、人と自然
との触れ合いの活動の場に変化が生じる可能
性があるため、移設等の環境保全措置を講ず
る必要がある。

・人と自然との触れ合いの活動の場に変化はな
いと考えられる。

【河道改修】
・河道の掘削及び樹木伐採による景観への影
響については限定的と考えられる。
・人と自然との触れ合いの活動の場に変化はな
いと考えられる。

【河道改修】
・河道の掘削及び樹木伐採による景観への影
響については限定的と考えられる。
・人と自然との触れ合いの活動の場に変化はな
いと考えられる。

【河道改修】
・河道の掘削及び樹木伐採による景観への影
響については限定的と考えられる。
・人と自然との触れ合いの活動の場に変化はな
いと考えられる。

【河道改修】
・河道の掘削及び樹木伐採による景観への影
響については限定的と考えられる。
・人と自然との触れ合いの活動の場に変化はな
いと考えられる。

【河道改修】
・河道の掘削及び樹木伐採による景観への影
響については限定的と考えられる。
・人と自然との触れ合いの活動の場に変化はな
いと考えられる。

【河道改修】
・河道の掘削及び樹木伐採による景観への影
響については限定的と考えられる。
・人と自然との触れ合いの活動の場に変化はな
いと考えられる。

【河道改修】
・河道の掘削及び樹木伐採による景観への影
響については限定的と考えられる。
・人と自然との触れ合いの活動の場に変化はな
いと考えられる。

●その他（CO2排出
等）

環境への影
響

●水環境に対してど
のような影響がある
か

●生物の多様性の
確保及び流域の自然
環境全体にどのよう
な影響があるか

●土砂流動がどう変
化し、下流河川･海岸
にどのように影響す
るか

●景観､人と自然と
の豊かな触れ合いに
どのような影響があ
るか

　　　　　　　　　　　治水対策案と
　　　　　　　　　　　実施内容の概要

評価軸と評価の考え方

現計画（ダム案）

大分川ダム案

表4-2-4-(6)　治水対策案の評価軸ごとの評価⑤


